
号

外

一�
平

成
三
十
一
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
指
定
管
理
者
審
査
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

管

財

課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

障
害
福
祉
課)

二

○
岐
阜
県
立
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則

(

労
働
雇
用
課)

三

議
会
規
則

○
岐
阜
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

議
事
調
査
課)

四

○
岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
総

務

課)

四

教
育
委
員
会
規
則

○
教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

学
校
支
援
課)

五

公
安
委
員
会
規
則

○
警
察
官
に
対
す
る
被
服
の
支
給
及
び
装
備
品
の
貸
与
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

装
備
施
設
課)

五

○
岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

交
通
規
制
課)

五

告

示

○
岐
阜
県
情
報
公
開
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
法
人

に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

行
政
管
理
課)

七

○
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定

め
る
法
人
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

同

)

八

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定

(

税

務

課)

八

○
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収

納
事
務
の
委
託

(

同

)

八

○
自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税
の
収
納
事
務
の
委
託

(

同

)

九

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定

(

地
域
振
興
課)

九

○
ふ
る
さ
と
ぎ
ふ
振
興
寄
付
金
に
係
る
寄
附
金
の
収
納
事
務
の
委
託

(

同

)

九

○
岐
阜
県
食
品
科
学
研
究
所
長
印
の
制
定

(

産
業
技
術
課)

九

○
農
業
振
興
地
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

農
村
振
興
課)

九

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
一

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
数
値
等
の
変
更

(

建
築
指
導
課)

一
一

○
統
轄
店
、
集
中
店
及
び
主
管
取
扱
店
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

出
納
管
理
課)

一
一

○
岐
阜
県
博
物
館
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

(

博

物

館)

一
二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一
二

○
岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

管

財

課)

一
二

○
岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
定
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

一
二

議
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

総

務

課)

一
三
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(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日



規

則

岐
阜
県
指
定
管
理
者
審
査
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
五
号

岐
阜
県
指
定
管
理
者
審
査
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
指
定
管
理
者
審
査
委
員
会
規
則(
平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岐
阜
県
指
定
管
理
者
制
度
等
運
用
委
員
会
規
則

第
一
条
中｢

岐
阜
県
指
定
管
理
者
審
査
委
員
会｣

を｢
岐
阜
県
指
定
管
理
者
制
度
等
運
用
委
員
会｣

に
改
め
る
。

第
二
条
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る｣

を｢
は
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す

る｣

に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

県
の
公
の
施
設(

岐
阜
産
業
会
館
及
び
岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
を
除
く
。)

の

管
理
を
行
う
指
定
管
理
者(

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
候
補
者
の
選
定
そ
の
他
指

定
管
理
者
制
度
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

二

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
パ
ー
ト
ナ
ー
の
選
定
に
関
す
る
こ
と
。

三

県
有
施
設
の
有
効
活
用
の
た
め
の
事
業(

前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

の
提
案
に
関
す
る

こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
三
条
第
二
項
中｢

募
集
要
項(

指
定
管
理
者
の
募
集
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。)｣

を｢

指
定
管
理
者
の
募
集
要
項(

募
集
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。)

及
び
県
有
施
設

の
有
効
活
用
の
た
め
の
事
業｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

六
人｣

を｢

七
人｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま

で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
八
条
第
二
項
中｢

審
査
に
関
し
、
申
請
団
体｣

を｢

調
査
審
議
に
関
し
、
第
二
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
調
査
審
議
の
対
象
と
な
る
者(

以
下｢

対
象
者｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

審

査
に
関
し
て
申
請
団
体｣

を｢

調
査
審
議
に
関
し
て
対
象
者｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

申
請
団
体｣

を｢

対
象
者｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

申
請
団
体
と
の｣

を｢

対
象
者
と
の｣

に
、｢

当
該
申
請

団
体
に
関
す
る
審
査｣

を｢

当
該
対
象
者
に
関
す
る
調
査
審
議｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第

九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
施
設
等
有
効
活
用
事
業
審
査
委
員
会
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
二
か
ら
別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
四
ま
で
の
規
定
中｢

岐
阜
県
知

事
様

｣

を｢
岐
阜

岐
阜

県
知
事

様
地
域
福
祉
事
務
所
長

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
五
中｢

岐
阜
県
知
事

様
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｣

を｢
岐
阜
県
知
事

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
様

に
改
め
る
。

｣

｢

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
六
及
び
別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
七
中

岐
阜
県
知
事

様

｢を

岐
阜
県
知
事

｣
岐
阜
地
域
福
祉
事
務

様

所
長

｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜

県
規
則
第
七
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中｢

岐
阜
県
知
事

様

｣

を｢
岐
阜
県
知
事

様
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢

岐
阜
県
知
事

様

｣

を｢
岐
阜
県
知
事

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
様

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢

岐
阜
県
知
事

様

｣

を｢
岐
阜
県
知
事

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
様

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢

岐
阜
県
知
事

様

｣

を｢
岐
阜
県
知
事

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
様

｣

に
改
め
る
。

｢

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中

岐
阜
県
知
事

様

｢を

岐
阜
県
知
事

様
｣

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
七
号

岐
阜
県
立
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
立
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例(

平
成
三
十
一
年
岐
阜
県
条
例

第
二
十
号)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
職
業
訓
練
の
種
類)

第
二
条

岐
阜
県
立
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校(

以
下｢

開
発
校｣

と
い
う
。)

は
、
職
業
能
力
開

発
促
進
法(
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)

第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
障
害

者
職
業
能
力
開
発
校
と
し
て
、
普
通
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(

訓
練
課
程
等)

第
三
条

開
発
校
に
お
け
る
訓
練
科
、
訓
練
の
課
程
、
定
員
及
び
訓
練
期
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
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ウ
ェ
ブ
デ
ザ
イ
ン
科

Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科

基
礎
実
務
科

訓
練
科

短
期
課
程

短
期
課
程

短
期
課
程

訓
練
の
課
程

一
〇
人

一
〇
人

一
〇
人

定
員

一
年
一
年
一
年

訓
練
期
間

す
る
。

(

寄
宿
舎)

第
四
条

寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
定
め
る
。

(

委
任)

第
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
開
発
校
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が

定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議

会

規

則

岐
阜
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
議
会
議
長

尾

藤

義

昭

岐
阜
県
議
会
規
則
第
一
号

岐
阜
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
議
会
会
議
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
議
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
中｢

そ
の
他
事
故｣

を｢(

配
偶
者
の
出
産
を
含
む
。)

、
育
児
、
家
族
の
介
護
又
は
看
護
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由｣

に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
中｢

、
自
己｣

を｢

自
己｣

に
、｢

訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

を｢

議
長
の
許
可
を

得
て
自
己
の
発
言
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
発
言
の
訂
正
は
、
字
句
に
限
る
も
の
と
し
、

発
言
の
趣
旨
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
言
の
訂
正
を
許
可
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
議
会
に
報
告
す
る
。

第
百
二
十
二
条
中｢

、
第
六
十
一
条｣

を｢

、
第
六
十
一
条
第
一
項｣

に
、｢

及
び
第
六
十
一
条｣

を｢

及
び
同
項｣

に
改
め
る
。

別
表
常
任
・
特
別
委
員
会
全
員
協
議
会
の
項
名
称
の
欄
中｢

常
任
・
特
別
委
員
会
全
員
協
議
会｣

を

｢

常
任
・
特
別
委
員
会
委
員
協
議
会｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
議
会
議
員
提
案
条
例
検
討
会
の
項
目
的

の
欄
中｢

条
例
化
を
前
提
と
し
た
政
策
項
目
の
調
整
及
び｣

を
削
り
、
同
項
構
成
員
の
欄
中｢

議
長
、

副
議
長
、
各
会
派
の
代
表
者
及
び
各
常
任
委
員
会
委
員
長｣

を｢

各
会
派
よ
り
選
出
さ
れ
た
議
員｣

に

改
め
、
同
項
招
集
権
者
の
欄
中｢

議
長｣

を｢

岐
阜
県
議
会
議
員
提
案
条
例
検
討
会
会
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
議
会
議
長

尾

藤

義

昭

岐
阜
県
議
会
規
則
第
二
号

岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則(

昭
和
五
十
九
年
岐
阜
県
議
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
中｢

ラ
ジ
オ
、｣

を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
十
三
条
第
八
号
中｢

、
ポ
ケ
ッ
ト
ベ
ル
等｣

を｢

そ
の
他
の
音
声
を
発
す
る
機
器｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢､

ポ
ケ
ッ
ト
ベ
ル
等
｣

を｢そ
の
他
の

音
声
を
発
す
る
機
器
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る

用
紙(

以
下｢
旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
定
後
の
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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教
育
委
員
会
規
則

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
六
号
中｢

第
四
十
九
条｣

の
下
に｢
、
第
四
十
九
条
の
八｣

を
加
え
、
同
項
第
八

号
中｢

高
等
学
校｣

を｢

県
立
学
校｣

に
改
め
、｢

入
学
者
選
抜｣

の
下
に｢

及
び
入
学
者
選
考｣

を

加
え
、
同
項
第
九
号
中｢

高
等
学
校｣

を｢

県
立
学
校｣

に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
を
削
り
、
同
項
第

十
五
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

法
第
四
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
運
営
協
議
会
を
設
置
し
、
及
び
そ
の
委
員
を

任
命
し
、
又
は
解
任
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中｢

第
一
条
第
一
項
第
十
五
号｣

を｢

第

一
条
第
一
項
第
十
四
号
、
第
十
五
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四

号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
一
条
第
一
項
第
九
号
中
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
及
び
高
等
部
の
入
学
定
員
に
関
す
る
こ
と

(

高
等
部
に
あ
っ
て
は
、
入
学
者
選
考
を
行
う
場
合
に
限
る
。)

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

警
察
官
に
対
す
る
被
服
の
支
給
及
び
装
備
品
の
貸
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

警
察
官
に
対
す
る
被
服
の
支
給
及
び
装
備
品
の
貸
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

警
察
官
に
対
す
る
被
服
の
支
給
及
び
装
備
品
の
貸
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐

阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中｢

に
掲
げ
る
係
の
一
に
勤
務
す
る｣

を｢

の
い
ず
れ
か
の
部(

岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条

例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
部
を
い
う
。)

の
所
掌
事
務
を

担
当
す
る｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

生
活
安
全
部

二

刑
事
部

三

交
通
部

四

警
備
部

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を
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可
児
市
今
渡
字
金
屋
一
七
四
七
番
三
地
先
か
ら

同

市
土
田
字
下
畑
三
三
一
四
番
一
地
先
ま
で

県
道
瑞
浪
イ
ン
タ
ー
線

県
道
岐
阜
羽
島
イ
ン
タ
ー

線 羽
島
市
舟
橋
町
江
北
西
二
四
八
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

三
〇
二
番
一
地
先
ま
で

海
津
市
海
津
町
鹿
野
字
西
縄
一
二
七
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
馬
目
字
西
方
四
二
四
番
一
地
先
ま
で

海
津
市
海
津
町
鹿
野
字
西
縄
一
二
七
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
馬
目
字
西
方
四
二
四
番
一
地
先
ま
で

瑞
浪
市
薬
師
町
二
丁
目
七
九
番
三
地
先
か
ら

同

市
明
世
町
戸
狩
字
大
満
堂
三
二
〇
番
八
地
先
ま
で

羽
島
市
舟
橋
町
舟
橋
二
四
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
江
吉
良
町
鍵
田
二
五
八
一
番
二
地
先
ま
で

県
道
笠
松
墨
俣
線

岐
阜
市
茜
部
菱
野
一
丁
目
一
二
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
茜
部
大
川
一
丁
目
五
七
番
五
地
先
ま
で

羽
島
市
足
近
町
七
丁
目
八
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
舟
橋
町
六
三
六
番
一
三
地
先
ま
で

羽
島
市
足
近
町
七
丁
目
八
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
舟
橋
町
六
三
六
番
一
三
地
先
ま
で

県
道
御
嵩
犬
山
線

可
児
市
下
恵
土
字
柿
添
二
三
六
三
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

字
送
木
二
四
〇
七
番
一
地
先
ま
で

可
児
市
今
渡
字
金
屋
一
七
四
七
番
三
地
先
か
ら

同

市
土
田
字
下
畑
三
三
一
四
番
一
地
先
ま
で

岐
阜
市
流
通
セ
ン
タ
ー
二
丁
目
三
番
二
地
先
か
ら

同

市
茶
屋
新
田
三
丁
目
一
一
番
一
地
先
ま
で

可
児
市
下
恵
土
字
宮
前
五
六
三
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
坂
戸
字
内
明
五
一
番
三
地
先
ま
で

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
一
般
国
道
百
五
十
六
号
の
項
中｢

美
濃
市
松
森
字
上
巾
上
五
六
三
番
九｣

を｢

郡
上
市
白

鳥
町
向
小
駄
良
字
内
田
七
七
五
番
二｣

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
二
百
四
十
八
号
の
項
中｢

同

市

大
藪
町
字
廻
間
洞
一
九
七
九
番
一｣

を｢

可
児
市
今
渡
字
金
屋
一
七
二
九
番
一｣

に
、｢

美
濃
加
茂
市

御
門
町
二
丁
目
字
赤
池
上
三
一
四
番
二｣

を｢

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針
字
西
之
川
一
五
三
番
一｣

に
改
め
、

同
表
県
道
岐
阜
南
濃
線
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
県
道
岐
阜
垂
井
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
県
道
土
岐
可
児
線
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
県
道
津
島
立
田
海
津
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
県
道
岐
阜
羽
島
線
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
県
道
曽
井
中
島
美
江
寺
大
垣
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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多
治
見
市
音
羽
町
二
丁
目
二
一
三
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
四
丁
目
一
〇
五
番
二
地
先
ま
で

多
治
見
市
音
羽
町
二
丁
目
二
二
四
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
二
丁
目
二
一
三
番
地
先
ま
で

多
治
見
市
明
和
町
一
丁
目
八
〇
番
三
地
先
か
ら

同

市
光
ヶ
丘
二
丁
目
二
四
番
地
先
ま
で

多
治
見
市
明
和
町
一
丁
目
八
〇
番
三
地
先
か
ら

同

市
光
ヶ
丘
二
丁
目
二
四
番
地
先
ま
で

岐
阜
市
薮
田
五
丁
目
二
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
柳
津
町
佐
波
名
塚
三
二
八
番
一
地
先
ま
で

岐
阜
市
薮
田
五
丁
目
一
八
〇
番
地
先
か
ら

同

市
南
鏡
島
一
丁
目
九
九
番
一
地
先
ま
で

岐
阜
市
薮
田
五
丁
目
一
八
〇
番
地
先
か
ら

同

市
南
鏡
島
一
丁
目
九
九
番
一
地
先
ま
で

県
道
鶉
羽
島
線

岐
阜
市
柳
津
町
佐
波
諸
屋
五
八
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
高
桑
小
米
野
六
八
二
番
一
地
先
ま
で

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
三
丁
目
四
二
一
番
地
先
か
ら

同

市
鵜
沼
朝
日
町
二
丁
目
三
番
一
地
先
ま
で

各
務
原
市
前
渡
北
町
二
丁
目
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
前
渡
西
町
九
丁
目
一
番
一
地
先
ま
で

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
五
丁
目
三
〇
五
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
二
丁
目
三
一
五
番
一
地
先
ま
で

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
二
丁
目
三
番
一
地
先
か
ら

同

市
鵜
沼
各
務
原
町
七
丁
目
七
一
番
一
〇
地
先
ま
で

各
務
原
市
大
佐
野
町
一
丁
目
八
七
番
地
先
か
ら

同

市
小
佐
野
町
六
丁
目
一
二
八
番
一
地
先
ま
で

各
務
原
市
大
佐
野
町
一
丁
目
八
七
番
地
先
か
ら

同

市
小
佐
野
町
六
丁
目
一
二
八
番
一
地
先
ま
で

別
表
第
三
県
道
文
殊
茶
屋
新
田
線
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
多
治
見
市
道
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
各
務
原
市
道
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
五
号

岐
阜
県
情
報
公
開
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
法
人
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
三
年

( ) 平成31年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



ヤ
フ
ー
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番

三
号

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
住

所

自
動
車
税

指
定
代
理
納
付
者
に

納
付
さ
せ
る
歳
入

平
成
三
十
一
年
五
月
七
日
か
ら
平

成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

指
定
代
理
納
付
者
に
歳
入
を
納
付

さ
せ
る
期
間

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
番
二
号

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
一
〇
番
一
号

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
一
号

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
七
号

株
式
会
社
電
算
シ
ス
テ
ム

岐
阜
市
日
置
江
一
丁
目
五
八
番
地

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
個
人
の
事
業
税
、

不
動
産
取
得
税
及
び
自
動
車
税
の
収
納
事
務

同
右

同
右

同
右

同
右

直
営
店
舗
、
加
盟
店
舗
等
に
お
け
る
個
人
の

事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
自
動
車
税
の

収
納

Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店
の
表
示
の
あ
る
加
盟
店
舗
に

お
け
る
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及

び
自
動
車
税
の
収
納

個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
自
動

車
税
の
収
納
事
務
の
と
り
ま
と
め

委
託
内
容

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
研
究
開
発
財
団｣

を
削
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
六
号

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
法
人
に
関
す
る
告
示(

平

成
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
研
究
開
発
財
団｣

を
削
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
七
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
八
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
に
つ
い
て
、
地
方

自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成31年４月１日 ( )８



ヤ
フ
ー
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番

三
号

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
住

所

ふ
る
さ
と
ぎ
ふ
振
興

寄
付
金
に
係
る
寄
附

金 指
定
代
理
納
付
者
に

納
付
さ
せ
る
歳
入

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

指
定
代
理
納
付
者
に
歳
入
を
納
付

さ
せ
る
期
間

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税
の
収
納
事
務
を
岐
阜
市
日
置
江
二
千
六
百
四
十
八
番
地
の
二

一

般
社
団
法
人
岐
阜
県
自
動
車
会
議
所
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百

五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

ふ
る
さ
と
ぎ
ふ
振
興
寄
付
金
に
係
る
寄
附
金
の
収
納
事
務
を
株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
委
託
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

岐
阜
県
食
品
科
学
研
究
所
長
印
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
使
用
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

印
影

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

二

公
印
管
理
者

岐
阜
県
食
品
科
学
研
究
所
長

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

農
業
振
興
地
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
告
示
第
六
百
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

二

瑞
浪
地
域
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

瑞
浪
地
域

瑞
浪
市
の
区
域
の
う
ち
、
別
図
の
青
色
で
着
色
し
た
区
域

(
｢

別
図｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
岐
阜
県
農
政
部
農
村
振
興
課
及
び
岐
阜
県
東
濃
農

林
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

農
業
振
興
地
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
七
年
岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類

富

加

美

濃
線

路
線
名

関
市
下
有
知
字
大
洞
五
七
六

三
番
二
六
地
先
か
ら

関
市
志
津
野
字
立
ヶ
平
三
一

一
二
番
地
先
か
ら

同
市
下
有
知
字
大
洞
五
七
六

三
番
五
地
先
ま
で

区

間

Ｃ
前

Ｄ
後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別�･�〜�･���･�〜��･� ��･�〜���･� �･�〜��･���･�〜���･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･����･� ���･� ���･����･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル)
Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
及
び

Ｄ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

県
道

道
路
の
種
類

川

島

三

輪
線

路
線
名

岐
阜
市
山
県
岩
字
荒
井
六
三

二
番
一
地
先
か
ら

同

市
三
輪
宮
前
七
一
番
一

地
先
ま
で

岐
阜
市
山
県
岩
字
荒
井
六
三

二
番
一
地
先
か
ら

同

市
三
輪

字
井
ノ
洞
九

六
六
番
一
〇
地
先
ま
で

岐
阜
市
山
県
岩
字
荒
井
六
三

二
番
一
地
先
か
ら

同

市
三
輪
宮
前
七
一
番
一

地
先
ま
で

区

間

同
市
同

字
大
峰
形
尾
五

七
七
〇
番
一
地
先
ま
で

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別 後

Ｄ��･�〜��･� �･�〜��･���･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･��、���･� �、���･��、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･�
Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

恵
那
地
域
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

恵
那
地
域

恵
那
市
の
区
域
の
う
ち
、
別
図
の
青
色
で
着
色
し
た
区
域

(
｢

別
図｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
岐
阜
県
農
政
部
農
村
振
興
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
農

林
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

� � � � � � � � ��������� � ���



道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

北

野

乙

狩
線

路
線
名

区

間

岐
阜
市
北
野
南
二
五
番
二
地

先
か
ら

同

市
北
野
西
三
三
一
番
一

地
先
ま
で

岐
阜
市
北
野
西
三
三
一
番
一

地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ���･� �･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 起

点
の

変
更

備

考

県
道

北

野

乙

狩
線

岐
阜
市
北
野
南
二
五
番
二
地
先
か

ら同

市
北
野
西
三
三
一
番
一
地
先

ま
で

���･�
平
成
��･�･�
平
成
��･�･�

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
五
十
二
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
二
項
第
三

号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
並
び
に
別
表
第
三
五
の
項
に�
の
欄

の
規
定
に
よ
り
数
値
等
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
す
る
区
域

恵
那
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域

二

区
域
の
区
分
及
び
制
限
の
数
値

次
の
と
お
り
と
す
る
。

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
都
市
建
築
部
建
築
指
導
課
、
岐
阜
県

東
濃
建
築
事
務
所
及
び
恵
那
市
建
設
部
都
市
住
宅
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

三

適
用
年
月
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
号

統
轄
店
、
集
中
店
及
び
主
管
取
扱
店
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
四

号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
ぎ
ふ
県
庁
支
店
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
出
張
所
の
項
中｢

、
東
海
環
状
自
動
車
道
事
務
所｣

を
削
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り
、
同
表
黒
野
支
店
の
項
中｢

中
央
家
畜
保
健
衛
生
所｣

を｢

食
品
科
学
研
究
所
、
中
央
家
畜
保
健
衛

生
所｣
に
改
め
、
同
表
笠
松
支
店
の
項
中｢

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び｣

を
削
り
、
同
表
本
店
営
業
部

西
濃
総
合
庁
舎
出
張
所
の
項
中｢

大
垣
土
木
事
務
所｣

の
下
に｢

、
東
海
環
状
自
動
車
道
事
務
所｣

を

加
え
、
同
表
関
支
店
の
項
中｢

工
業
技
術
研
究
所
、
博
物
館｣

を｢

博
物
館
、
工
業
技
術
研
究
所
、
産

業
技
術
セ
ン
タ
ー｣
に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

岐
阜
県
博
物
館
条
例(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
八
号)

第
六
条
に
規
定
す
る
使
用
料
の
徴
収

事
務
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令(
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
岐
阜
市
宇
佐
南
四
丁
目
八
番
一
六
―
二
〇
一
号

昭
和
建
物
管
理
株
式
会
社
岐
阜
支
社
に

委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
六
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
印
規
程(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中｢

、
常
に
職
員
を
印
影
の
印
刷
に
立
ち
合
わ
せ｣

を
削
り
、｢

凸
版｣

を｢

原
版｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
七
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中｢

総
務
部
管
財
課
管
理
調
整
監｣

を｢

総
務
部
管
財
課
財
産
活
用
企
画
監｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
八
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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三
塚
町
職
員
ア
パ
ー
ト

稲
口
職
員
ア
パ
ー
ト

野
笹
町
職
員
ア
パ
ー
ト

坂
下
町
職
員
ア
パ
ー
ト

禾
森
職
員
ア
パ
ー
ト

三
塚
町
職
員
ア
パ
ー
ト

食
品
科
学
研
究
所

大
垣
市
三
塚
町

関
市
稲
口

美
濃
加
茂
市
野
笹
町

大
垣
市
坂
下
町

大
垣
市
禾
森

大
垣
市
三
塚
町

岐
阜
市
柳
戸

西
濃
県
事
務
所
副
所
長
兼
振

興
防
災
課
長

中
濃
県
事
務
所
副
所
長
兼
振

興
防
災
課
長

可
茂
県
事
務
所
副
所
長
兼
振

興
防
災
課
長

西
濃
県
事
務
所
副
所
長
兼
振

興
防
災
課
長

部
長

別
表
ア
ネ
ッ
ク
ス
・
テ
ク
ノ
２
の
項
中｢

情
報
技
術
研
究
所
長｣

を｢

新
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
振
興
課

長｣
に
改
め
、
同
表
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
紙
業
部
の
項
を
削
り
、
同
表

工
業
技
術
研
究
所
の
項
中｢

工
業
技
術
研
究
所｣

を｢

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、
同
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
中
央
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

岐
阜
市
下
奈
良｣

を｢

岐
阜
市
鷺
山
向
井｣

に
改
め
、

同
表
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の

項
及
び
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
紙
業
部
の
項
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
同
表
工
業
技
術
研
究
所
の
項
の
改

正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議
会
訓
令
甲

岐
阜
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号

岐
阜
県
議
会
事
務
局

岐
阜
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
議
会
議
長

尾

藤

義

昭

岐
阜
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
総
務
課
の
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で

を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
六
号
中｢

購
入
、
保
管
及
び
処
分｣

を｢

管
理｣

に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
十
五
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
中｢

及
び
営
繕
並
び

に
備
品
の
管
理｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

議
会
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
総
務
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中｢

及
び
物
品｣

を
削

り
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
二
号
と
し
、

第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

八

議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

九

政
務
活
動
費
に
関
す
る
こ
と
。

十

議
員
の
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
議
事
調
査
課
の
項
第
三
号
中｢

協
議
会｣

を｢

岐
阜
県
議
会
会
議
規
則(

昭
和
三
十
八

年
岐
阜
県
議
会
規
則
第
一
号)

第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
等
の
場(

以
下｢

協
議
会
等｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一

号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中｢

調
査
、
統
計
及
び
資
料
の
収
集｣

を｢

法
令
、
議
案
そ
の
他

事
案
の
調
査
・
研
究｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第

六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

議
員
提
出
議
案
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
中｢

及
び
出
張
に
関
す
る
書
類｣

を｢

に
関
す
る
も
の(

旅
費
、
交
際
費
、

対
外
交
流
費
及
び
会
議
費
の
支
出
及
び
支
払
に
係
る
も
の
に
限
る
。)｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
ロ
中

｢

協
議
会｣

を｢
協
議
会
等｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、

イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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ロ

会
計
に
関
す
る
も
の(

第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。)

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
七
章

事
務
処
理

(

事
務
処
理)

第
二
十
五
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
局
の
事
務
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知

事
の
事
務
部
局
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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